
 
令和８年３月６日 

九州地方整備局 長崎河川国道事務所 

 

令和８年度 河川情報モニターの募集について 

国土交通省 長崎河川国道事務所では、河川の情報（出水時、平常時）についてモニタ

リングし、その改善に寄与するとともに、地域のメッセンジャーとして河川情報及び防災

意識を地域住民への普及啓発してもらうために、「河川情報モニター」を募集します。 

 

【活動内容】 

 

 

 

 

 

 

 

【応募条件等】 

１． 応募条件：河川（本明川・半造川・福田川）の防災情報の普及啓発等にご協力を頂ける方。 

満１８歳以上（令和８年４月１０日時点）で、諫早市に居住、通勤・通学先等があ 

る方。 
 

２． 募集人員：若干名（書類等による選考を行います） 
 

３． 応募方法：住所、氏名、年齢、職業、連絡先、各河川への想い、モニターとしての抱負を 

記入して、メール・ＦＡＸ・郵送等でお申し込み下さい。 

※応募用紙は、長崎河川国道事務所のホームページから取得できます。 

なお、個人情報は他の目的には使用しません。 
 

４．募集期限：令和８年４月１０日（金） 
 

５．委嘱期間：令和８年６月１日から令和９年５月３１日までの１年間 
 

６．報   酬：総額１７，０００円程度（所得税源泉徴収有り、活動費込み） 
 

７．問合せ及： 国土交通省 長崎河川国道事務所 河川管理課 

び応募先〒８５１－０１２１ 長崎県長崎市宿町３１６番地１ 

           ＴＥＬ：０９５－８３９－９８７９（直通）   ＦＡＸ：０９５－８３９－９４９４ 

           メール：qsr-nagasaki@ki.mlit.go.jp 

HP アドレス ： https://www.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/ 

１．河川情報のモニタリング：国土交通省が、テレビ・ラジオ・新聞・携帯・スマートフォン等へ 

発信する河川の防災情報や河川環境、河川利用情報に対する評価、提言。 

（６月から９月は、毎月１回必ず報告。その他の期間は適宜報告） 

２．浸水状況の通報：自宅等から確認できる周辺の浸水状況を通報。：大雨による災害・浸水を 

３．防災メッセンジャー：地域住民のみなさんへ「川の防災情報など」を広める橋渡し役。 

４．モニター会議等への出席：２時間程度／年１回程度 



河川情報モニター

参考資料

モニター会議（R７.５.２８）

③ 防災メッセンジャー

② 浸水状況の通報

① 防災情報のモニタリング
長崎河川国道事務所が管理
する「本明川・半造川・福
田川」で、活動していただ
きます。

＜令和７年度 活動の様子＞

河川情報モニタリング

長崎河川国道
事務所

長崎河川国道事務所



長崎河川国道事務所 河川管理課 あて 

 

 

令和 8 年度 河川情報モニター 応募用紙 

（ふりがな） 

氏 名： 

年  齢：      

職  業： 

住 所： ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

メール： 

1  本明川・半造川・福田川への想い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  河川情報モニターとしての抱負等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メール：qsr-nagasaki@ki.mlit.go.jp     FAX：０９５-８３９-９４９４ 
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